
富士北麓地域休日初期救急診療（在宅当番医制）

★富士北麓地域休日初期救急診療は、休日に皆さんが急病になったとき、医師に

　よる応急処置が受けられるよう、富士吉田医師会の医師が当番医制で診療を行っ

　ています。

★診療は救急患者の応急処置に限ります。事前に電話連絡してください。

★救急医療とは、急病やケガなど、救急に処置または治療が必要な場合に行う医

　療です。「日中は　仕事や用事があって行けない」「夜間や休日でもやっている

　から」等の理由で安易に受診する医療ではありませんので、ご注意ください。

診 療 日 日曜・祝日※年末年始（１２月２９日～１月３日）を含む

診 療 時 間 午前９時～午後５時

注 意 点

・保険証を必ず持参してください。

・都合により当番医が交代することがありますので、受診する前に電

話でご確認ください。

《住民の皆さまへのお願い》

①必ず事前に当番診療所へ電話をしてから受診してください。

②日頃から使っている薬がわかるもの（お薬手帳など）を持って受診してください。

③できるだけ平日昼間の診療時間内に受診しましょう。

④軽傷な患者さんは当番医による初期救急の受診を心がけましょう。

問い合わせ

当日の当番診療所の確認

山梨県救急医療情報センター

毎日２４時間対応

ＴＥＬ：０５５－２２４－４１９９

富士五湖消防本部テレフォンガイド

毎日２４時間対応（ガイダンステープ）

ＴＥＬ：０５５５－２３－４４４４

 

 

救急医療に対するご意見は富士・東部保健福祉事務所まで　ＴＥＬ：０５５５－２４－９０３５



命

 

救急車を必要とする人がいます！
救急車の出動件数が増加しており、
その内の約６０％は軽症者でした。

このままでは、

助かる命を

助けることができません

次のような心がけをお願いします

ケガや病気になったら…

軽い症状 重い症状

いる いない 行けない行ける

かかりつけ医が
いるか？

かかりつけ医に
相談する

普段から気軽に健
康状態を相談でき
る関係が大切

どこに行けばいいのか
わからない

直接
１１９番！

救急車を正しく
利用しましょう

山梨県救急医療情報センターなどに電話しましょう！

連絡先

山梨県救急医療情報センター　０５５－２２４－４１９９

富士五湖消防本部　　　　　　０５５５－２３－４４４４

※救急出動件数（富士五湖消防本部における症状別、平成２２年）

　■死亡　１０４件　　　■重症　２３５件　　　■中症　１，３３４件　　　■軽症　２，４２２件

※最新版の公表値

平成２２年救急車出動件数

（富士五湖車消防）

救急病院まで自分で
行くことができる※か？

※家族の送迎、

　タクシーの利

　用なども含む

  

  

 


